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・ 3学期PTA作業

第１ 号議案　 令和７ 年度　 兼城中学校Ｐ Ｔ Ａ 事業報告

・ 専門部会 ・ 地区Ｐ 総会
・ 市学対総会
・ 市P連総会

県
地区

市Ｐ 関係

・ 編集会議
・ 広報誌発行

・ 定例役員会
・ 卒業式

・ 卒業記念品

総　 務　 部

・ 定例役員会
・ 会計監査
・ PTA総会

・ 定例役員会
・ 県Ｐ 大会( 八重
山)

・ 兼中祭（ お菓
子・ 飲み物提
供）

・ 定例役員会

・ 専門部会

・ 地区P大会

市P連広報誌発行・ 兼城支部陸上
役
　 員

・ 地区Pスポーツ大
会
・ 日P大会

・ 県Ｐ 大会
・ 市学力向上実践
発表大会

・ 編集会議
・ 広報誌発行

・ 市P連研究大会
・ 九P大会

・ 編集会議

・ 定例役員会
・ 日Ｐ 大会( 石川
県)

・ 島Ｐ スポーツ 大
会
・ 市P連視察研

・ 広報誌発行

環境整備部

・ 専門部会

保健体育部

・ 専門部会・ 専門部会

文化教養部 調査広報部

・ 駅伝大会への
差
　 し 入れ

・ 定例役員会
・ PTA全体会

・ 定例役員会

・ 定例役員会
・ 兼城支部陸上大
会
　 役員

・ 専門部会

・ 定例役員会

・ 定例役員会

・ 定例役員会
・ 九P大会( 福岡)
・ 市Ｐ 連研究大会

・ 童話お話・ 意見
発表
・ 島尻地区Ｐ 大会

・ 1学期PTA作業
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※令和８ 年度から 環境整備部と 保健体育部は総務部へ統合

・ 卒業記念品準備
( お弁当包みか記念
品)

・ 編集会議
・ 広報誌発行

・ 定例役員会
・ 卒業式
・ 卒業式巡視
（ 各支部への協力）

・ 定例役員会
・ 卒業式に向けた
　 打ち 合わせ（ 巡視等）

・ 専門部会

・ 定例役員会
・ 県Ｐ 大会

・ 県Ｐ 大会
・ 市学力向上実践
発表大会

・ 講演会( 早めに決
定し 学校と 調整)

編集会議
広報誌発行

・ 専門部会・ 定例役員会
・ 地区Ｐ 大会

・ ゆいまーる 隊
・ 地区P大会

・ 定例役員会

・ 市P連研究大会
・ 九P大会

市P連広報誌発行

・ 定例役員会
・ 九P大会
・ 市Ｐ 連研究大会

・ 地区Pスポーツ
大会
・ 日P大会

・ 定例役員会
・ 兼城支部陸上役員

・ 定例役員会
・ 日Ｐ 大会( 奈良)

・ 広報誌発行・ 定例役員会 ・ 島Ｐ スポーツ 大
会
・ 市P連視察研

・ 編集会議

・ 専門部会 ・ 専門部会

・ 市P連スポーツ
大会

・ 定例役員会
・ PTA全体会5/21

・ 地区Ｐ 総会
・ 市学対総会
・ 市P連総会

・ 定例役員会

文化教養部 調査広報部
県

地区
市Ｐ 関係

・ 定例役員会
・ 会計監査
・ 評議委員会
・ Ｐ Ｔ Ａ 総会（ 書面）

第3号議案　 令和８ 年度　 兼城中学校Ｐ Ｔ Ａ 事業計画( 案)

総　 務　 部
（ 校外指導部、 環境整備、 保健体育）

環境整備

学期に一
度程度、
PTA作業

必要個所
の掃除（木
の伐採等）









監 事 長 嶺 美 香 武　富

監 事 知 名 定 信 阿波根

顧 問 当 銘 美 彦 武　富

役　　　職 氏　　　　名 支　部　名

事 務 局 長 眞 座 友 作 教務主任

会 計 矢 羽 田 千 賀 子 兼　城

副 会 長

座 覇 光 昭 兼城ハイツ

早 川 園 香 兼　城

村 島 雄 太 武　富

小 波 津 カ ヨ 子 教　頭

第５号議案　令和８年度　兼城中学校PTA役員選出（案）

役　　　職 氏　　　　名 支　部　名

会 長 辺 野 喜 明 阿波根



（１）　会員相互の研修に関すること。

（２）　教育環境を良くすること。

（３）　生徒の保健衛生に関すること。

（４）　施設の整備改善の促進。

（５）　校外における生徒指導に関すること。

１名

４名

１名

１名

10名

若干名

＜監査役＞ ２名

総務部、文化教養部、調査広報部

（１）　会長、副会長、監事は総会で選任する。

（２）　事務局長、会計は評議委員会で選任する。

（３）　顧問、各専門部正副部長は会長が任命する。

（４）　役員に欠員が生じた場合は役員会で選任、補充ができる。

（５）　会長のみ、原則として各字毎の輪番制で選出する。

（１）　会長は本会を代表し、会務を統括する。

（２）　副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

（３）　事務局長は本会の庶務にあたる。

＜専門部＞

第６条 本会の会員は次により選任する。

第７条 役員の任期は２年間とし再選を妨げない。但し、補充により就任した役員の任期は前任者
の残任期間とする。

第８条 役員並びに各部の任務は次の通りとする。

（２）　副　会　長

（３）　事務局長 

（４）　会　　　計

（５）　各専門部正副部長

（６）　顧　　　問　　　　　　　　　　

監　　　事

本会は、第２条の目的を達成するために次のことを行う。

（６）　その他目的のために必要なこと。

第５条 本会に次の役員、監査役及び専門部をおくことができる。

＜役員＞ （１）　会　　　長

兼城中学校Ｐ Ｔ Ａ 会則

第１条 本会は、兼城中学校ＰＴＡと称し、事務局を兼城中学校内におく。

第２条 本会は会員相互の教養を高めるとともに、民主教育に対する理解を深め、父母と教師が
協力し、生徒の福祉増進を図ることを目的とする。

第３条 本会は、兼城中学校に在籍する生徒の保護者と兼城中学校職員ならびに本会の趣旨に
賛同する者をもって組織する。

第４条



（４）　会計は本会の会計事務にあたる。

（５）　監事は会計を監査し、総会においてこれを報告する。

（６）　顧問は本会の会務について相談に応ずる。

（８）　文化教養部は隔週研修会の計画運営、会員の教養に関すること。

（９）　保健体育部は保健体育に関すること。

（10）　調査広報部は調査広報に関すること。

（11）　環境整備部は環境整備に関すること。

（１）　総　　　　会 （４）　専 門 部 会

（２）　評議委員会 （５）　学年・学級ＰＴＡ

（３）　役　員　会 （６）　支　　　　部

2

3

4

（１）　事業経過報告ならびに決算の承認。

（２）　事業計画ならびに予算の決定。

（３）　会長、副会長、監事の選任。

（４）　会則の改廃。

（５）　その他必要と認めた事項。

1 （１）　総会より委任された事項。

（２）　予算、決算、事業計画及び事業経過報告の審議。

（３）　総会提出議案の作成。

（４）　事務局長、会計の選任。

（５）　その他必要と認めた事項。

2 緊急を要する事項は評議委員会の議決をもって総会の議決にかえることができる。
但し、次期総会に報告しなければならない。

第14条 役員会は役員、校長、教頭で構成し、会長がこれを招集する。

総会における議長は、出席者の中から選出する。

第11条 総会は次のことを審議、承認、決定及び選任を行う。

第12条 評議委員会は役員、支部長、校長、教頭、学年・学級ＰＴＡ役員をもって構成し、会長がこれ
を招集する。

第13条 評議委員会は次のことを審議、決定及び任命を行う。

第９条 本会は会活動を円滑に運営するための次の機関をおく。

第10条 総会は本会の最高議決機関で、全会員をもって構成し、会長がこれを招集する。

総会は毎年１回とし原則として４月に開催する。但し、会長が必要と認めるときは随時に開
催する事が出来る。

総会は出席人数の過半数の同意をもって成立する。

（７）　総務部は本会の企画運営、教育環境の整備計画、研究調査、校外生徒指導に
関すること。



（１）　総会ならびに評議委員会提出議案の作成。

（２）　総会ならびに評議委員会の決定事項を執行する。

（１）　各支部は保護者の中から互選で支部長を選出する。

平成　２年　４月２７日一部改正する。

平成　４年　５月　１日一部改正する。

平成　５年　５月　７日一部改正する。

平成１４年　５月　１日一部改正する。

平成２６年　４月２７日一部改正する。

平成２９年　４月３０日一部改正する。

第25条 この会の改廃は総会において行う。

第26条 本会の会則は１９６８年４月１日より施行する。

昭和５３年　４月２５日一部改正する。

昭和５４年　５月２６日一部改正する。

第22条 本会の会計年度は４月１日に始まり、３月３１日に終わる。

第23条 本会に次の帳簿を備える。

（１）　役員名簿　　　（２）　会計簿　　　（３）　領収書綴り　　（４）文書綴り
（５）　記録簿　　　　（６）　会員名簿　　（７）　その他必要な帳簿

第24条 本会のＰＴＡ会長は任期終了後２年間は会運営の円滑化と後任者への指導助言のため顧問
となる。

第19条 本会の会議の議決は出席者の過半数をもって可決し、可否同数の場合は議長が決定する
ところによる。

第20条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって当てる。

第21条 会費の額については総会で決めるものとし、会員が負担する。但し、特別な事情があり支部
長から要望のある者は、役員会の議決をもって会費を考慮することができる。

第16条 各専門部長は必要に応じて専門部会を招集する。

第17条 学年・学級ＰＴＡは、学年・学級において本会の目的遂行に協力するものとする。

第18条 本会は会活動を円滑にすすめる為に各字に支部を設ける。

第15条 役員会は次のことを行う。

令和７年　４月２７日一部改正する。
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（１）　長年にわたり兼城中学校ＰＴＡ発展に尽力しその功績が顕著で推奨に値する者。

（２）　兼城中学校ＰＴＡの発展向上に特に優秀な実績をおさめた者。

附　　　則

　　（６） 全国ＰＴＡ協議会及び九Ｐ、沖Ｐ研究大会等で他の模範とする優秀な会員。

該当者がいないときは、表彰しない。　　（７）

　　（８） 兼城中学校ＰＴＡ支部として他支部より充実した活動を行い、この功績が顕著で模範と
する者。

　　（３） 兼城中学校ＰＴＡ役員（専門部以上）　３ヶ年以上の経験者かつＰＴＡ活動に功績のあった
会長については退会する者。

　　（４） 兼城中学校を転出、退職する教職員または会員以外の有志でＰＴＡや本校生徒の健
全育成と教育の向上に功績のあった者。

　　（５） 兼城中学校ＰＴＡに特に功績をおさめた者。

この規程は、昭和５８年４月１日から施行する。

兼城中学校Ｐ Ｔ Ａ 表彰規定

　表彰規程第２条に定める表彰は次の基準による。

　　（１） 長年にわたり兼城中学校ＰＴＡの組織運営活動の発展に尽力し、この功績が顕著で
推奨に値する実績のあった者。

　　（２） 兼城中学校ＰＴＡに２ヶ年以上会長、副会長をつとめた者。

第４条 表彰は毎年ＰＴＡ総会当日行う。ただし特別に必要があるときは随時表彰を行うことがで
きる。

第５条 第２条に該当し特に表彰に値すると認められるものがあるとき、ＰＴＡ総務部並びに各部は
推薦書を記載して兼城中学校ＰＴＡ会長に提出することができる。

第６条 被表彰者の決定は表彰審査委員会若干名を設けて行う。表彰審査委員会は正副会長、
各専門部長、学校側若干名その他代表若干名を以って構成し会長が委嘱する。

第２条 表彰は個人と団体に対して行う。

団体の表彰は、兼城中学校ＰＴＡ及び本校生徒の学習指導と健全育成等の発展に貢献し
た団体で顕著な功績のあったものに優良ＰＴＡ団体賞を授与して行う。

個人の表彰は次に該当するものに授与して行う。

第３条 表彰は兼城中学校ＰＴＡ会長が（表彰状・感謝状・賞状）記念品等を授与して行う。

兼城中学校Ｐ Ｔ Ａ 表彰規程

第１条 この規定は兼城中学校ＰＴＡ使命遂行につくし本校教育の発展に貢献したことに対して表
彰を行うことを規程し、その業績が顕著で他の模範として推奨に値するものを表彰して地
域文化の振興とＰＴＡの強化向上を図ることを目的とする。


